
 

◆ 防災まちづくり推進地区３地区の地区防災計画発表 
 

◆ 講 評 

大災害に備えて地区住民等が自発的に
行う防災活動等について定めた計画。
災害時はこの計画に基づいて行動する
ことになります。 

 

地区防災計画 

災害時に自宅で生活できる場合，自宅で
避難生活を続けること。過去の災害より
在宅避難者対策が求められています。 

 

在宅避難 

災害時に，地区住民の安否確認，情報
収集･伝達，在宅避難者支援等，地区防
災計画に基づく活動を行う拠点となる
場所です。 

 

地区本部 

第 10 号地区 

第 14 号地区 

第９号地区 

※当初ご案内させていただきました【いずみホール】にお越しいただいて

も，入場いただくことはできませんのでご注意ください。Youtube の生配

信のみの実施となります。 


